
特定港湾情報提供施設協定

＜港湾法：第四十五条の三（抜粋）＞

港湾管理者は、港湾の利用に関する情報の効率的かつ効果的な提供を図るため、その管理する
港湾において港湾管理者以外の者が所有する港湾情報提供施設（これに附帯する港湾情報提供
施設以外の港湾施設を含む。以下この項において「特定港湾情報提供施設」という。）を自ら管理
する必要があると認めるときは、特定港湾情報提供施設所有者等との間において、協定を締結し
て、当該特定港湾情報提供施設の管理を行うことができる。

※港湾情報提供施設：
案内施設、見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提供するための施設

＜港湾法：第四十五条の四（抜粋）＞
３ 港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところに
より、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該特定港湾情報提供施設協定の写しを港湾管理者の事
務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、特定港湾情報提供施設協定において定めるところに
より、協定特定港湾情報提供施設又はその敷地内の見やすい場所に、港湾管理者の事務所にお
いてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

＜港湾法：第四十五条の五（抜粋）＞
前条第三項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定による公示のあつた特定港湾
情報提供施設協定は、その公示のあつた後において協定特定港湾情報提供施設の特定港湾情
報提供施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。


